
様式第１号（第３条関係）
個人情報ファイル簿

有 無

個人情報ファイルの名称 土地等収用の関係書類

実施機関の名称 滑川市長

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

建設部建設課

個人情報ファイルの利用目的
公共事業用地等の取得に係る契約締結及び道路等の敷地寄付に
伴うもの

記録項目
1氏名、2生年月日、3住所、4電話番号、5親族関係、6家族状
況、7続柄

記録範囲 滑川市内の土地等の所有者

記録情報の収集方法 本人から提出により収集

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

含まない

記録情報の経常的提供先 ―

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

（名　称） 滑川市総務課分室（情報公開総合窓口）

（所在地） 〒936-8601　富山県滑川市寺家町104番地

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

―

個人情報ファイルの種別

法第60条第２項第１号
　（電算処理ファイル）

法第60条第２項第２号
　（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当す

るファイル

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要



作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間

記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

備　　　考



様式第１号（第３条関係）
個人情報ファイル簿

有 無

個人情報ファイルの名称 示談書等の締結に関する書類

実施機関の名称 滑川市長

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

建設部建設課

個人情報ファイルの利用目的 示談書の締結に伴うもの

記録項目
1氏名、2性別、3生年月日、4年齢、5住所、6電話番号、7健康状
態、8障害の状況、9その他（診断書）、10職業・職歴

記録範囲 交通事故を起こした者

記録情報の収集方法 本人または保険会社から収集

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

含まない

記録情報の経常的提供先 ―

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

（名　称） 滑川市総務課分室（情報公開総合窓口）

（所在地） 〒936-8601　富山県滑川市寺家町104番地

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

―

個人情報ファイルの種別

法第60条第２項第１号
　（電算処理ファイル）

法第60条第２項第２号
　（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当す

るファイル

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要



作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間

記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

備　　　考



様式第１号（第３条関係）
個人情報ファイル簿

有 無

個人情報ファイルの名称 行政関連問題（要望・相談・土地の境界紛争等）の関係書類

実施機関の名称 滑川市長

個人情報ファイルが利用に供さ
れる事務をつかさどる組織の名
称

建設部建設課

個人情報ファイルの利用目的 要望、相談、土地の境界紛争等に関する事実関係の調査

記録項目
1氏名、2性別、3生年月日、4年齢、5住所、6電話番号、7職業・
職歴

記録範囲 申出者又は当事者

記録情報の収集方法 本人からの提出により収集

要配慮個人情報が含まれるとき
は、その旨

含まない

記録情報の経常的提供先 ―

開示請求等を受理する組織の名
称及び所在地

（名　称） 滑川市総務課分室（情報公開総合窓口）

（所在地） 〒936-8601　富山県滑川市寺家町104番地

訂正及び利用停止に関する他の
法令の規定による特別の手続等

―

個人情報ファイルの種別

法第60条第２項第１号
　（電算処理ファイル）

法第60条第２項第２号
　（マニュアル処理ファイル）政令第21条第７項に該当す

るファイル

行政機関等匿名加工情報の提案
の募集をする個人情報ファイル
である旨

行政機関等匿名加工情報の提案
を受ける組織の名称及び所在地

行政機関等匿名加工情報の概要



作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案を受ける組織
の名称及び所在地
作成された行政機関等匿名加工
情報に関する提案をすることが
できる期間

記録情報に条例要配慮個人情報
が含まれているときはその旨

備　　　考


